
- 116 - 

 

○鹿角市入札契約事務に関する不当な情報提供要求等対応要領  

平成24年11月30日訓令第99号 

改正 

平成27年４月１日訓令第51号 

鹿角市入札契約事務に関する不当な情報提供要求等対応要領  

（目的） 

第１条 この要領は、鹿角市が発注する建設工事、測量・建設コンサルタント等、物品調達及

び役務の提供（以下、「建設工事等」という。）の入札契約事務に関し、職員が受ける不当

な情報提供要求及び不当な働きかけへの対応について必要な事項を定め、情報の共有化によ

り組織としての適切な対応を徹底するとともに、建設工事等の入札契約事務の公平性及び透

明性のより一層の向上を図るため、必要な事項を定めるものとする。  

（定義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(１) 不当な情報提供要求 建設工事等の入札及び契約に係る次に掲げる情報のうち、非公

表又は未公表の情報を、勤務時間の内外にかかわらず職員に対して提供要求する行為をい

う。 

ア 入札参加者の名称又は数 

イ 設計金額 

ウ 予定価格 

エ 低入札価格調査制度における調査基準価格又は数値的失格判断基準  

オ 最低制限価格制度における最低制限価格 

カ その他入札契約に関する秘密に属する情報 

(２) 不当な働きかけ 入札及び契約に係る事務に関し、勤務時間の内外にかかわらず行わ

れる行為で、次に掲げるものをいう。  

ア 指名競争入札における特定業者の参加又は不参加に関する要求行為  

イ 特定業者の受注又は非受注に関する要求行為  

ウ その他特定の者への便宜、利益若しくは不利益誘導又は談合につながるおそれのある

要求行為 

２ この要領において「不当な情報提供要求等」とは、前項第１号及び第２号に規定する不当

な情報提供要求及び不当な働きかけをいう。  

（対応、記録及び報告等） 

第３条 職員は、不当な情報提供要求等及びその疑いのある要求等に対しては、回答してはな

らない。 

２ 職員は、不当な情報提供要求等及びその疑いのある要求等に対しては、可能な限り複数の

職員で対応するものとする。  

３ 職員は、不当な情報提供要求等又はその疑いのある要求等を受けたときは、相手方の氏名、

連絡先等を確認し、その者に対して不当な情報提供要求等記録簿（様式第１号。以下「記録

簿」という。）を作成するものとする。  

４ 職員は、記録簿を作成したときは、速やかに所属長に報告しなければならない。 

５ 所属長は、前項の規定による報告を受けたときは、契約検査室長に報告しなければならな

い。 

６ 契約検査室長は、前項の規定による報告を受けたときは、入札審査会に報告し、その対応

を協議しなければならない。  

（指名停止等） 
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第４条 市長は、入札参加資格者名簿に登録された者が不当な情報提供要求等を行ったと認め

られたときは、不当な情報提供要求等の内容に応じ、当該入札参加資格者を指名停止とし、

その内容を公表するものとする。  

附 則 

この要領は、平成24年12月５日から施行する。 

附 則（平成27年４月１日訓令第51号） 

この要綱は、平成27年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第３条関係） 

 

 

 


